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はじめに 

  教員の多忙化問題は、以前から、教員や児童生徒の保護者のみならず、一般県民の間

でも、話題になっています。 

  特に、学校教育にかかわる様々な問題が発生した時には、その原因の一つが、教員が

忙し過ぎて、児童生徒への指導が十分にできていなかったことにあるのではないかとさ

え言われることもありました。 

  学校はもちろんのこと、教育委員会も、教員がもっとじっくり児童生徒と向き合う時

間をもって、教育活動により専念できるよう、教員の多忙化の問題を解決しようと努め

てきました。 

  しかし、この教員の多忙化問題は、個々の学校や教育委員会だけの取組では解決でき

ないことが多いことから、小・中学校、市町村教育委員会、県教育委員会等が、共に取

り組むべきことを明らかにするために、｢小中学校教員の多忙化問題に関する検討委員

会｣が、平成 18 年 10 月に設置されました。 

  平成 18 年 10 月から 12 月まで、計３回の委員会を開催し、教員の勤務実態を踏まえ、

小・中学校教員の多忙化の問題を改善するための具体的な手立てについて、各委員が、

それぞれの立場から意見を述べ、検討して参りました。 

  検討の結果、教員の多忙化問題改善のために、今後、各小・中学校で取り組んで欲し

いこと、また、各市町村教育委員会や県教育委員会で取り組んで欲しいことが、具体的

に明らかになりましたので、｢提言－教員が心身共に健康で、児童生徒と向き合う時間を

生み出し、教育活動をさらに充実させるために－｣としてまとめ、報告いたします。 

  この提言が、県内の各小・中学校及び各市町村教育委員会、県教育委員会等において、

来年度以降、教員の多忙化問題改善のために活かされることを期待いたします。 

 
平成１９年３月 

               小中学校教員の多忙化問題に関する検討委員会 

                        委員長  横沢 幹雄 
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提言の全体構成 

   

小中学校の教員の多忙化問題改善のための提言を報告としてまとめるにあたって、以下 

のように構成した。 

 最初に、検討委員会でとりまとめた提言を一覧できるよう｢各小・中学校で取り組んで欲 

しいこと｣と｢市町村・県教育委員会で取り組んで欲しいこと｣に分けて掲げた。 

 次に、勤務実態調査で明らかになった｢現状－多忙化問題の実態｣と検討委員会の中で明

らかになった｢多忙化の原因・背景にあるもの｣を掲載している。 

 その後に、実態と原因・背景を踏まえて、検討した多忙化問題の改善に向けた提言を｢各

小・中学校で取り組んで欲しいこと｣、｢市町村・県教育委員会で取り組んで欲しいこと｣

の順に、それぞれ６つの観点から整理をし、説明をつけて掲載している。 

 最後に、｢今後に向けて｣として、小・中学校の教員が心身ともに健康で、児童生徒と向

き合う時間を生み出し、教育活動がさらに充実していくことを願い、今後、この提言が、

各小・中学校、そして市町村・県教育委員会で、主体的、継続的に取り組まれることへの

期待を述べている。 

 なお、参考資料として、平成１８年に実施した勤務実態調査の分析結果、調査で寄せら

れた学校現場からの多忙化問題改善への提言、提言にかかわる関係通知を掲載しているの

参考にして頂きたい。 
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多忙化問題の改善に向けた提言 

  

各小・中学校で取り組んで欲しいこと 

１ 校内の会議・行事等の見直し 
会議・行事等の内容、実施や準備の在り方を見直

し、軽重を付けた取組みをするよう努める。 

 (1) 会議資料は事前に配布し、提案は要点のみ

説明する等、効率的な進行と時間短縮に努め

る。 

 (2) 行事の重点化を図るとともに、ねらいに応じ

て、軽重をつけた取組みに努める。 

 
２ 職員の業務の見直し 
  特定の職員に業務が集中したり、担当業務量に大

きな差が生じたりしないよう、適正な業務分担に努

める。 

(1) 校務分掌が、実質的に機能するよう、分掌組

織・分掌業務を見直す。 

(2) 放課後の会議の調整に努めるとともに、会

議出席者を最小限にとどめ、職員に担当業務

を行う時間を保障する。 

(3) 分掌の業務量を踏まえ、分掌担当を複数配

置するとともに、休暇を取得しやすい環境づく

りに努める。 

(4) 休憩時間の目的を考えたゆとりある時程表を

作成する。 

  

３ 校内の組織間や職員間の連携、及び、学校と保護

者の連携の見直し 
校内の分掌組織や学年間の連携、職員間の連携、

学校と保護者との連携の在り方を見直し、役割分

担と業務遂行の効率化に努める。 

(1) 校内の組織間・職員間の連携を強めるととも

に職員の協働による分掌業務の遂行に努める 

 (2) 教育活動の一層の充実のために、積極的に保護

者や地域住民等のボランティアの協力を得るよ

う努める。 

(3) ＰＴＡ活動、教育振興運動等においては、

学校と保護者・地域住民それぞれの役割を分

担し、効率的、効果的な活動の推進に努める。 

４ 各種大会への取組や部活動の見直し 
中学校においては、参加する大会等を精選する

とともに、日常の活動の在り方を見直し、生徒及

び職員にとって、無理のない活動に努める。 

(1) 関係団体に対して、各種大会の開催、実施

の時期、大会運営の在り方等について、見直

しを要請する。 

 (2) 第２・４日曜日の月２回の部活動休止日を

関係者に周知するとともに、週１日の休養日

を設ける等の部活動の見直しに努める。 

 (3) 部活動指導に当たっては、地域の外部指導

者の協力を得るよう努める。 

 
５ 外部団体からの依頼に対する対応の見直し 

児童生徒や教職員の参加要請については、外部

団体と調整のうえ軽減を図るよう見直す。 

(1) 外部団体の依頼への対応は、学校の教育活

動のねらいに応じて適切に判断する。 

(2) コンテスト・コンクール等の応募作品の作

成は、長期休業中に児童生徒の自主的な活動

として取り組ませるなどの工夫をする。 

  
６ 多忙化問題への取組 

多忙化問題の内容を検証し、学校として改善

に積極的に取り組む。 

 (1) 校内で、多忙化問題を検討する組織をつく

り、改善の手立てを講じる。 

(2) 職員会議等で、勤務実態にかかわる意見交換

の機会をもち、職員の多忙化問題改善に対する

参画意識を高める。 

 (3) 管理職は、職員の健康に気を配り、振替休日の

実質的な実施や休暇の取得促進に努める。 
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市町村・県教育委員会で取り組んで欲しいこと 

１ 調査・照会・通知・依頼等の見直し 
調査・照会は厳選し、最小限にとどめるとともに、

余裕をもった報告・回答期限とするよう努める。 

 (1) 各学校に調査等を依頼する場合は、他の類似

調査の結果を活用する等して、調査項目の削減

に努める。 

 (2) 調査等の内容を精選し、調査の簡素化に努め

る。 

 (3) 通知・依頼、調査・照会は、目的に応じ、メー

ル・FAX 等を活用し、その周知を迅速に行い、報

告・回答に要する時間を確保するよう努める。 

 

２ 業務の進め方の見直し 
復命書、報告書等の簡略化と文書処理の簡素化を

検討する。 

 (1) 教職員に提出を求める復命書・報告書等の様

式を見直し、簡略化を図る。 

(2) 学校に提出を求める書類は、様式を電子媒

体で提供し、内容によってはメール等での提

出を認め、作成や送付の作業負担の軽減を図

る。 

 (3) 校務分掌業務や情報の伝達・共有にコンピュー

タを活用できるよう、地方交付税措置を活用し、

各学校に教職員用コンピュータの配置と校内LAN

の整備に努める。 
 
３ 会議・研修等の見直し 

会議・研修会等の開催は、支障がない場合は、長

期休業期間中に実施するほか、厳選するよう検討す

る。 

(1) 県教育委員会や教育事務所が行う会議・研

修会等のうちで、市町村教育委員会でも同様

の会議・研修会等を行っている場合、役割分

担を明確にして、その実施主体を見直す。 

(2) 会議・研修会等は、内容を見直し、回数や

時間の削減に努め、協議・研修内容を精選す

る。 

(3) 長期休業中に研修を行う場合は、内容によ

っては、選択(希望)研修として教員の負担感

を軽減する。 

(4) 小規模・複式学級を有する学校の教職員に

会議・研修会等への出席・参加を求める場合

は、その内容によっては、児童生徒の指導を

優先することを認める。 

４ 研究指定の見直し 
研究指定や学校公開研究会の目的や内容を見

直し、その在り方を検討する。 
(1) 研究指定や学校公開研究会を見直し、精選す

る。 
(2) 研究成果の公表は、その目的に応じ、学校公

開研究会以外の報告書で行う方法も検討する。 
(3) 校内での研究・研修の内容は、学校や児童生

徒の実態を踏まえ、より実践的なものとなるよ

うに、その改善・充実の支援に努める。 

 

５ 学校に参加を求める各種主催事業の見直し 
児童生徒・教職員の参加を求める事業を見直し、

参加者を最小限とするよう検討する。 

(1) 児童生徒・教職員の参加を要請する事業を精選

する。 

(2) 各種事業が、学校の教育課題の改善・充実

に繋がるよう内容を見直し、内容によっては

参加を希望制にする。 

 (3) 会議や研修会は必要性や緊急性を考えて開催

する。 

 (4) 小・中学校体育連盟、中学校文化連盟、体育・

文化関係団体、教育研究団体等任意団体の事業

への参加は、過度の負担とならないよう調整を要

請する。 

(5) 私学協会に、入試説明会の合同開催や学校見学

の開催期日等について、配慮を要請する。 

 

６ 多忙化問題への取組 
多忙化問題の改善のために、教職員の勤務の状況

とその改善の状況を継続的に把握し、普段から対応

策を検討する。 

(1) 市町村教育委員会と県教育委員会・教育事務

所が連携して、教員の多忙化問題に積極的に取

り組む。 

(2) 市町村教育委員会と県教育委員会・教育事務所

の施策や事業の整理を行う。 

(3) 各学校における定時退校日を設定するよう奨

励する。 

(4) 市町村・県教育委員会は、労働安全衛生法改正

の趣旨を踏まえ、教職員の安全管理と心身の健康

管理に努める。 
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Ⅰ 現状 － 多忙化問題の実態 

県教育委員会では、教員の多忙化の実態を把握するために、平成 16 年 10 月、県立学

校の全教員1を対象に、また、平成 18 年 5～6 月、公立小・中学校抽出校 56 校の教員2を

対象に勤務実態調査を行った。 

  調査の結果、県立学校においては、平日、３割近い教員が勤務時間外に事務的な業務、

教科・進路等の指導、部活動指導などに２時間以上従事し、７割以上の教員が仕事を家

に持ち帰っており、土・日曜日にも、５割近い教員がいずれかの日に部活動指導や課外・

補習指導などの業務に従事していることが明らかになった。 

  また、公立小・中学校（抽出校 56 校）においても、約３割の教員が勤務時間外に教

材研究や授業準備、事務的な業務、部活動指導などに２～３時間従事し、約９割の教員

が仕事を家に持ち帰っており、土・日曜日にも、９割近い教員が自宅で教材研究や授業

準備、採点やノート点検、学級事務などを行ったり、部活動指導などの業務に従事した

りしていることが明らかになった。 

  さらに、調査対象の県立学校と小・中学校教員 98％3が、多忙だと感じていることが

わかった。 

  中には多忙だと感じながらも遣り甲斐をもって仕事に臨んでいる者もいるが、その割

合は小・中学校教員の回答者の約２割にとどまり、その他の教員は仕事に対する充実感

を得られず、その約１割の教員は多忙のため心も身体も疲れきっていると回答し、多忙

化問題は、教員の仕事に対する意欲のみならず、心身に大きな影響を及ぼしていること

が明らかになった。 

 

                                            
1 県立学校の全教員： 高等学校（盛岡市立高等学校含む）、盲・聾・養護学校の教諭、養 

護教諭、実習教諭の本務教員 
2 56 校の教員   ： 各教育事務所の抽出校の教諭と養護教諭 

（小学校 27 校、中学校 29 校、計 56 校） 
3 小・中学校の教員 98％ ： ｢いつも感じる｣ ｢しばしば感じる｣ ｢時々感じる｣と回答

した者の割合を合わせたもの 



 

 5

Ⅱ 多忙化の原因・背景にあるもの 

  小・中学校の教員の勤務実態調査の結果などを踏まえ、教員の多忙化の原因・背景に

あるものを整理すると、次のことが挙げられる。 

 (1) 教員の勤務の特殊性 

    教員の職務の中心は、児童生徒に対して、教科や領域の指導を行うことであり、

１日のほとんどを教室等での学習指導にあてている。 

    授業以外にも、児童生徒会活動、校外で行われる体育・文化関係の大会への取組、

部活動の指導などは、児童生徒が学校にいる間に行わなければならない。 

従って、授業のための教材研究や教材・教具の準備、学級事務、校務分掌事務な

どの仕事は、児童生徒への指導が終わってから行うことになるため、放課後の限ら

れた勤務時間に仕事を終えられず、帰宅してから仕事を行う教員が多くいる。 

教員は、自分の担当する児童生徒の学習指導や生徒指導以外にも、校務分掌事務

を担当しており、１人で全く異なる複数の職務や役割を果たさなければならないこ

とは、教員の勤務の特殊性の１つである。 

    また、教員の仕事は、児童生徒は言うまでもなく、その保護者、同僚教員等との

良好な関係の上に成り立っており、その関係を保つために配慮しなければならない

ことが多く、多様な対人関係におけるストレスが多いのも特殊性の１つである。 

    このような勤務の特殊性が、教員の多忙や多忙感に繋がっていると考えられる。 

 (2) 教員の職務に対する姿勢 

    教員の仕事は、児童生徒に対する教科や領域の指導や生徒指導を行うことであり、

その教育活動を通して、児童生徒に与える影響は非常に大きい。 

従って、教員は、教育活動において、児童生徒の成長のために、何事にも万全を

尽くして臨もうとする傾向が強く、児童生徒のために労力や時間を惜しまず職務に

あたっている。 

また、教員は、教育活動や校務分掌にかかわることは、自分が全て責任もってや

らなければならないと考え、児童生徒やその保護者からの要望全てに応えようとす
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るあまり、｢やるべきこと｣が増え続けている。 

    このような何事にも全力で、自力で取り組む教員の職務に対する姿勢が、教員に

多忙感をもたらし、また、実際に多忙の原因となっていると考えられる。 

 (3) 山積する教育課題や要請 

    現在、社会変化に対応した様々な改革が、学校教育に求められており、各学校に

おいて、その具体的な取組がなされている。その取組は、これまでの教育活動を踏

まえて実践できることもあるが、中には、全く新たに取り組まなければならない教

育課題も多くある。 

    また、保護者のみならず、地域住民や外部団体からの学校教育に対する様々な要

望や要請が数多く寄せられている。これらの中には、学校の新たな教育課題となる

ものもあり、学校はその対応に誠心誠意努めている。 

    新しい課題に取り組むことは、教員にとって、多大の時間と大きなエネルギーを

要することから、教員の多忙化に繋がっていると考えられる。 

 

 (4) 教員に求められる資質・能力の拡大 

    これまで教員には、学習指導と生徒指導の力量が主に問われていたが、今はそれ

らだけでは、教員としての役割を果たすことができなくなってきている。 

    学校の教育目標達成のために組織の一員として自分の職務に同僚と協働して取り

組む能力、保護者や地域住民等に学校や自分の教育活動について説明する能力、教

育活動実施のための外部関係団体と折衝する能力、限られた時間の中で複数の仕事

をやり遂げる能力、様々なストレスにうまく対処し自分の精神を安定に保つ能力

等々、新たに求められるものは多い。 

    しかし、教員の中には、新たに必要とされる能力を身につける時間とゆとりをも

てないまま、日々の児童生徒の指導や業務に追われている現状がある。その結果、

業務の遂行に支障をきたしたり、心身ともに疲れ果てたりして、多忙感を増大させ

てきたと考えられる。 
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Ⅲ 多忙化問題の改善に向けた提言 

Ａ 各小・中学校で取り組んで欲しいこと 

 

 

 

 

 

 

 

学校週５日制の実施に伴い、各学校では、校内の会議や行事を見直し、精選を図ってきた。

しかし、会議や行事までの取組やその運営は、学校週５日制実施以前と同様に行われてい 

ることが多いので、この点について見直し、今後、改善を図る必要がある。 

 

(1) 会議資料は事前に配布し、提案は要点のみ説明する等、効率的な進行と時間短

縮に努める。 

   校内で行われる会議等は、限られた時間で目的を達成するよう効率的に進める必要

がある。 

そのためには、参加者に協議資料を事前に配布し、資料に目を通してから参加して

もらうとともに、提案者は要点のみを説明する等の工夫をし、会議の効率的な進行に

努める。 

   

 (2) 行事の重点化を図るとともに、ねらいに応じて、軽重をつけた取組に努める。 

     各学校では、年間を通じて、様々な行事に取り組んでいる。そのすべてに、十分な

時間をかけて準備することは難しい。 

     そこで、その年度に、特に重点的に取り組む行事を決め、そのねらいを確実に達成

するよう努めるとともに、行事によっては、軽重をつけ取り組むように努める。 

 

１ 校内の会議・行事等の見直し 

会議・行事等の内容、実施や準備の在り方を見直し、軽重を付けた取組をするよう努める。

 (1) 会議資料は事前に配布し、提案は要点のみ説明する等、効率的な進行と時間短縮に

努める。 

 (2) 行事の重点化を図るとともに、ねらいに応じて、軽重をつけた取組に努める。 
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 各学校では、これまでも職員の業務の見直しを必要に応じて行ってきた。 

現在、新たな教育課題やそれらに係る業務や会議が増える傾向にあり、今後さらに業務

内容のみならず業務遂行の在り方についても見直し、改善を図る必要がある。 

 

(1) 校務分掌が、実質的に機能するよう、分掌組織・分掌業務を見直す。 

  校務分掌が、効率的、効果的に機能するように、従来の校務分掌の組織や業務内

容を見直す。 

 

(2) 放課後の会議の調整に努めるとともに、会議出席者を最小限にとどめ、職員に担

当業務を行う時間を保障する。 

  職員が、放課後に自分の校務分掌等の担当業務を行う時間を確保するよう、会議は必

要最小限の開催となるように調整し、その出席者も必要最小限にとどめる。 

 

(3) 分掌の業務量を踏まえ、分掌担当を複数配置するとともにし、休暇を取得しやす

い環境づくりに努める。 

  それぞれの校務分掌の業務内容や業務量に応じて、担当者を複数配置し、協働で業務

に当たれるようにして、負担を軽減するとともに、必要に応じて休暇を気兼ねなく取得

できるように配慮する。  

 

(4) 休憩時間の目的を考えたゆとりある時程表を作成する。 

    職員が、気分転換できる休憩時間を確保するよう時程表をゆとりあるものにする。 

２ 職員の業務の見直し 

  特定の職員に業務が集中したり、担当業務量に大きな差が生じたりしないよう、適正な業

務分担に努める。 

 (1) 校務分掌が、実質的に機能するよう、分掌組織・分掌業務を見直す。 

 (2) 放課後の会議の調整に努めるとともに、会議出席者を最小限にとどめ、職員に担当

業務を行う時間を保障する。 

(3) 分掌の業務量を踏まえ、分掌担当を複数配置するとともに、休暇を取得しやすい環

境づくりに努める。 

(4) 休憩時間の目的を考えたゆとりある時程表を作成する。 
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 各学校では、教育活動の実施にあたり、職員が連携して、時には保護者とも連携し、取

り組んでいる。 

 今後さらに教育活動を充実させるためには、その連携の在り方を、それぞれの役割を明

確にしながら見直し、改善を図る必要がある。 

 

(1) 校内の組織間、職員間の連携を強めるとともに、職員の協働による分掌業務の遂行

に努める。 

  学級担任は、学習指導や学級事務等についての情報交換を蜜にし、他の職員との

連携を強める。また、必要に応じて、学年間、職員間で、声を掛け合い、協働で業

務に当たる体制づくりに努める。 

 

(2) 教育活動の一層の充実のために、積極的に保護者や地域住民等のボランティアの協力

を得るよう努める。 

    学校行事の運営や校内美化・掲示活動など、教育活動の一層の充実のために有効

である場合は、保護者や地域住民等の方々に、ボランティアとして協力してもらう

よう働き掛ける。 

 

(3) ＰＴＡ活動、教育振興運動等においては、学校と保護者・地域住民それぞれの役

割を分担し、効率的、効果的な活動の推進に努める。 

    ＰＴＡ活動や教育振興運動においては、学校と保護者・地域住民等の役割分担を

明確にし、保護者や地域住民が十分に力を発揮することができるように配慮すると

ともに、その活動が、効率的、効果的に推進されるよう留意する。 

３ 校内の組織間や職員間の連携、及び、学校と保護者の連携の見直し 

校内の分掌組織や学年間の連携、職員間の連携、学校と保護者との連携の在り方を見直し、

役割分担と業務遂行の効率化に努める。 

(1) 校内の組織間、職員間の連携を強めるとともに、職員の協働による分掌業務の遂行

に努める。 

 (2) 教育活動の一層の充実のために、積極的に保護者や地域住民等のボランティアの協力を

得るよう努める。 

(3) ＰＴＡ活動、教育振興運動等においては、学校と保護者・地域住民それぞれの役割

を分担し、効率的、効果的な活動の推進に努める。 
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 中学生の参加を要請する関係団体主催の大会等が様々あり、生徒は大会出場をめざし部

活動に取り組んでいる。 

 しかし、加熱気味の部活動には、生徒や担当職員の健康面から問題があると、以前より

指摘されていることから、部活動の在り方を見直し、一層改善を図る必要がある。 
 

(1) 関係団体に対して、各種大会の開催、実施の時期、大会運営の在り方等について、

見直しを要請する。 

  市町村の外部団体等が実施する各種大会について、関係団体に対しては、今後の大 

会の開催や実施の時期、大会運営の在り方等について、児童生徒及び教職員の負担を 

勘案して、縮減の方向で見直すよう要請する。 

 

 (2) 第２・４日曜日の月２回の部活動休止日を関係者に周知するとともに、週 1日の休

養日を設ける等の部活動の見直しに努める。 

   毎月第２・４日曜日を中学校の運動部活動の休止日とすることが、中学校長会及び 

中学校体育連盟の申し合わせ事項となっている。 

この月２回の部活動休止日を、改めて職員及び保護者・地域住民等に周知する。 

また、週１日の休養日を設ける等の部活動の見直しを行う。 

  

(3) 部活動指導に当っては、地域の外部指導者の協力を得るよう努める。 

   部活動の指導においては、顧問になっている職員のみならず、地域の指導者に協力 

をお願いし、その活動の充実を図る。その際、部活動のねらいが十分に達成できる協 

力体制を構築する。

４ 各種大会への取組や部活動の見直し 

中学校においては、参加する大会等を精選するとともに、日常の活動の在り方を見直し、

生徒及び職員にとって、無理のない活動に努める。 

(1) 関係団体に対して、各種大会の開催、実施の時期、大会運営の在り方等について、

見直しを要請する。 

 (2) 第２・４日曜日の月２回の部活動休止日を関係者に周知するとともに、週 1日の休

養日を設ける等の部活動の見直に努める。 

 (3) 部活動指導に当っては、地域の外部指導者の協力を得るよう努める。 
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 現在、児童生徒の参加や応募を要請する外部団体主催の事業が様々行われている。 

 しかし、その全てに対応することは、要請を受ける小・中学校にとって難しいことから、

その対応の在り方を見直し、改善を図る必要がある。 

 

(1) 外部団体の依頼への対応は、学校の教育活動のねらいに応じて適切に判断する。 

  各種団体の会合、大会、コンクール等への児童生徒や教職員の対応については、

参加や応募のねらいから、学校の教育活動として明確に位置付けられるもののみに

しぼり、児童生徒や教職員の負担軽減を図るよう努める。 

 

(2) コンテスト・コンクール等の応募作品の作成は、長期休業中に児童生徒の自主的

な活動として取り組ませるなどの工夫をする。 

    コンテストやコンクール等に、児童生徒の作品等を応募する場合は、応募締切を

見通しながら、応募作品の制作を長期休業中に行うことができるように配慮する。   

また、その際、児童生徒が、主体的、計画的に制作に取り組むことができるよう

に配慮する。 

 

５ 外部団体からの依頼に対する対応の見直し 

児童生徒や教職員の参加要請については、外部団体と調整のうえ軽減を図るよう見直す。

(1) 外部団体の依頼への対応は、学校の教育活動のねらいに応じて適切に判断する。 

(2) コンテスト・コンクール等の応募作品の作成は、長期休業中に児童生徒の自主的

な活動として取り組ませるなどの工夫をする。 
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 以前から、小・中学校教職員の多忙化問題は指摘され、教職員に止まらず、広く一般に

も認識されていた。 

しかし、その改善のために組織的な取り組みをしてきた学校は多くはない。 

 各学校、教職員が、多忙化問題改善に、主体的、継続的に取り組んでいく必要がある。 

 

(1) 校内で、多忙化問題を検討する組織をつくり、改善の手立てを講じる。 

  多忙化問題について考え、その改善策を検討するための組織を、運営委員会等の既存

組織の活用も考えながら校内に設置し、継続的に、校内で取り組める多忙化問題改善策

の手立てを講じる。 

   

(2) 職員会議等で、勤務実態にかかわる意見交換の機会をもち、職員の多忙化問題改善に

対する参画意識を高める。 

  多忙化問題の改善のために、職員一人一人が、お互いの勤務状況に目を向け、勤務の

改善の手立てについて意見を述べ合うことが必要である。職員会議等に、その機会をも

たせ、全職員で多忙化問題の改善に取り組んでいくという意識を高める。 

   

(3) 管理職は、職員の健康に気を配り、振替休日の実質的な実施や休暇の取得促進に 

努める。 

    管理職は、職員が心や体の病により休むことにならないように、常に職員の健康

に気を配り、職員が気兼ねなく休みが取れるよう振替休日や休暇の取得を促すよう

にする。    

６ 多忙化問題への取組 

多忙化問題の内容を検討し、学校として改善に積極的に取り組む。 

 (1) 校内で、多忙化問題を検討する組織をつくり、改善の手立てを講じる。 

(2) 職員会議等で、勤務実態にかかわる意見交換の機会をもち、職員の多忙化問題改善に 

対する参画意識を高める。 

(3) 管理職は、職員の健康に気を配り、振替休日の実質的な実施や休暇の取得促進に努める。
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Ｂ 市町村・県教育委員会で取り組んで欲しいこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 教育委員会は、小・中学校に対して、調査、照会、通知、依頼等を行うことが多い。 

 その際、事務局内で、各学校の負担を軽減するために、調査、照会、通知、依頼等の在

り方を見直し、改善を図る必要がある。 

 

(1) 各学校に調査等を依頼する場合は、他の類似調査の結果を活用する等して、調査

項目の削減に努める。 

   各学校に調査等を依頼する際は、他に類似調査はないかを確認し、ある場合は、

調査内容の重複を避けるよう内容を削減したり、実施済みの調査結果を活用したり

するなど、調査項目の削減に努める。 

   

(2) 調査等の内容を精選し、調査等の簡素化に努める。 

    各学校に調査等を依頼する際は、学校の負担を減らすように、できるだけ調査等

の内容を精選したり、調査等の項目を削減したりして、簡素化に努める。 

    また、短時間で正確に集計できるように、集計の様式を改善する。 

    

(3) 通知・依頼、調査・照会は、目的に応じ、メール・FAX 等を活用し、その周知を迅速

に行い、報告・回答に要する時間を確保するよう努める。 

    各学校に通知・依頼、調査・照会を行う場合は、内容によっては、通知・依頼にメー

ルや FAX を活用し、迅速かつ効率的に周知するとともに、学校が、調査・照会の報告・

回答に要する時間を十分にとれるように努める。 

１ 調査・照会・通知・依頼等の見直し 

調査・照会は厳選し、最小限にとどめるとともに、余裕をもった報告・回答期限とする

よう努める。 

 (1) 各学校に調査等を依頼する場合は、他の類似調査の結果を活用する等して、調査

項目の削減に努める。 

 (2) 調査等の内容を精選し、調査の簡素化に努める。 

 (3) 通知・依頼、調査・照会は、目的に応じ、メール・FAX等を活用し、その周知を迅速に

行い、報告・回答に要する時間を確保するよう努める。 
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各学校や教職員に作成を求める復命書や報告等の様式を、教育委員会が定め示している

ことが多い。作成の負担を軽減するために、関係書類の様式を見直すとともに、提出の方法も

改善を図る必要がある。 

 また、各学校での校務分掌の業務遂行に、コンピュータが活用できるよう整備が求められる。 

 

  (1) 教職員に提出を求める復命書・報告書等の様式を見直し、簡略化を図る。 

  学校の教職員に提出を求める復命書や報告書等は、その記入が短時間で記入でき

るように、様式の簡略化に努める。 

 

(2) 学校に提出を求める書類は、様式を電子媒体で提供し、内容によってはメール等

での提出を認め、作成や送付の作業負担の軽減を図る。 

  学校に提出を求める書類は、担当者が短時間で効率的に作成できるよう、予め書類の

様式を電子媒体で提供し、内容のみを記載できるように努める。また、提出もメール等

で行えるようにし、書類の作成や送付にかかわる学校の負担を軽くするよう努める。 

 

(3) 校務分掌業務や情報の伝達・共有にコンピュータを活用できるよう、地方交付税措置

を活用し、各学校に教職員用コンピュータの配置と校内LANの整備に努める。 

    市町村教育委員会は、職員が、校務分掌の業務や様々な情報の伝達や共有に、コンピ

ュータが活用できるように、地方交付税措置を有効に活用し、各学校に一人一台の教職

員用コンピュータの配置と校内コンピュータ・ネットワークを整備するよう努める。

２ 業務の進め方の見直し 

復命書、報告書等の簡略化と文書処理の簡素化を検討する。 

 (1) 教職員に提出を求める復命書・報告書等の様式を見直し、簡略化を図る。 

(2) 学校に提出を求める書類は、様式を電子媒体で提供し、内容によってはメール等

での提出を認め、作成や送付の作業負担の軽減を図る。 

 (3) 校務分掌業務や情報の伝達・共有にコンピュータを活用できるよう、地方交付税

措置を活用し、各学校に教職員用コンピュータの配置と校内LANの整備に努める。 
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 教育委員会主催の教職員に出席や参加を求める会議や研修等については、教職員が教

育活動や分掌業務を勤務時間内に行う時間を確保できるよう、その開催、開催時期・時

間、回数、対象者等を見直し、改善を図る必要がある。 
 

(1) 県教育委員会や教育事務所が行う会議・研修会等のうちで、市町村教育委員会で

も同様の会議・研修会等を行っている場合、役割分担を明確にして、その実施主体

を見直す。 

  類似した会議・研修会等を行う場合は、その開催の趣旨を明らかにし、重複する

内容がある場合は、両者が連携し、その実施を見直す。 

 

(2) 会議・研修会等は、内容を見直し、回数や時間の削減に努め、協議・研修内容を

精選する。 

  開催する会議・研修会等は、その内容を見直し、回数や時間の削減に努めたり、

協議内容や研修内容を精選したりして、学校や参加者の負担を軽減する。 

 

(3) 長期休業中に研修を行う場合は、内容によっては、選択(希望)研修として教員の

負担感を軽減する。 

  長期休業中に実施する研修は、職員が必要に応じて、休暇を取得しやすくなるよ

うに、可能な限り悉皆研修とせず、選択(希望)研修とする。 

 

(4) 小規模・複式学級を有する学校の教職員に会議・研修会等への出席・参加を求め

る場合は、内容によっては、児童生徒の指導を優先することを認める。 

     小規模・複式学級を有する学校の教職員に対して、会議・研修会等へ出席・参加を

求める場合は、児童生徒を指導することを優先させることを認めるよう配慮する。 

３ 会議・研修等の見直し 

会議・研修会等の開催は、支障がない場合は、長期休業期間中に実施するほか、厳選す

るよう検討する。 

(1) 県教育委員会や教育事務所が行う会議・研修会等のうちで、市町村教育委員会で

も同様の会議・研修会等を行っている場合、役割分担を明確にして、その実施主体

を見直す。 

(2) 会議・研修会等は、内容を見直し、回数や時間の削減に努め、協議・研修内容を

精選する。 

(3) 長期休業中に研修を行う場合は、内容によっては、選択(希望)研修として教員の

負担感を軽減する。 

(4) 小規模・複式学級を有する学校の教職員に会議・研修会等への出席・参加を求め

る場合は、その内容によっては、児童生徒の指導を優先することを認める。 
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 研究指定や学校公開研究会は、教員の資質能力の向上に重要な役割を果たしてきた。 

 しかし、その取り組みの中には、児童生徒の指導の改善に直接結びつかない内容もあっ

たことから、研究指定や学校公開研究会等を見直し、改善を図る必要がある。 

 

(1) 研究指定や学校公開研究会を見直し、精選する。 

  市町村教育委員会や県教育委員会が行う研究指定や、研究指定に伴う学校公開研究

会を見直し、精選する。 

 

(2) 研究成果の公表は、その目的に応じ、学校公開研究会以外の報告書で行う方法も検

討する。 

  市町村・県教育委員会の研究指定校が研究成果を公表する場合、学校公開研究会に

よらずに、報告書で行う方法も検討する。 

また、報告書の様式についても見直し、学校にとって大きな負担とならないよう留

意する。 

 

(3) 校内での研究・研修の推進を、学校や児童生徒の実態を踏まえ、より実践的なもの

となるように、その改善・充実の支援に努める。 

   市町村教育委員会や県教育委員会は、各学校の研究・研修が、教職員の資質や指導力

の向上に繋がるように、その改善・充実の支援に努める。 

 

４ 研究指定の見直し 

研究指定や学校公開研究会の目的や内容を見直し、その在り方を検討する。 

(1) 研究指定や学校公開研究会を見直し、精選する。 

(2) 研究成果の公表は、その目的に応じ、学校公開研究会以外の報告書で行う方法も

検討する。 

 (3) 校内での研究・研修の内容は、学校や児童生徒の実態を踏まえ、より実践的なも

のとなるように、その改善・充実の支援に努める。 
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 現在、教育委員会主催で、児童生徒の参加を要請する事業が様々行われている。 

 しかし、小・中学校は、外部団体主催の事業への参加要請も多くあり、その対応に苦慮

していることから、児童生徒の参加を求める事業を見直し、改善を図る必要がある。 
 

 (1) 児童生徒・教職員の参加を要請する事業を精選する。 

    市町村教育委員会や県教育委員会が実施する児童生徒・教職員に参加を求める事

業はできるだけ精選する。 

 

(2) 各種事業が、学校の教育課題の改善・充実に繋がるよう内容を見直し、内容によ

っては参加を希望制にする。 

  市町村教育委員会や県教育委員会が実施する各種事業が、各学校の教育課題の改

善・充実に繋がるように、その内容を見直し、内容によっては参加を希望制とする。 

 

(3) 会議や研修会は必要性や緊急性を考えて開催する。 

   市町村教育委員会や県教育委員会が、会議や研修会を開催する場合は、その必要性

や緊急性を十分に考えて、参加しやすい時期や時間となるよう配慮する。 

 

(4) 小・中学校体育連盟、中学校文化連盟、体育・文化関係団体、教育研究団体等任

意団体の事業への参加は、過度の負担とならないよう調整を要請する。 

   市町村教育委員会や県教育委員会は、児童生徒が参加する体育連盟や文化連盟等任

意団体の事業について、関係団体と学校との円滑な連絡・調整が図られるよう協力する。 

 

 (5)  私学協会に、入試説明会の合同開催や学校見学会の実施について、配慮を要請する。 

    私学協会に、入試説明会や学校見学会の実施について、会合同開催や土日開催等

の配慮を要請する。 

５ 学校に参加を求める各種主催事業の見直し 

児童生徒・教職員の参加を求める事業を見直し、参加者を最小限とするよう検討する。 

(1) 児童生徒・教職員の参加を要請する事業を精選する。 

(2) 各種事業が、学校の教育課題の改善・充実に繋がるよう内容を見直し、内容によっ

ては参加を希望制にする。 

 (3) 会議や研修会は必要性や緊急性を考えて開催する。 

(4) 小・中学校体育連盟、中学校文化連盟、体育・文化関係団体、教育研究団体等任意

団体の事業への参加は、過度の負担とならないよう調整を要請する。 

(5) 私学協会に、入試説明会の合同開催や学校見学の開催期日等について、配慮を要請する。
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 多忙化問題は、教職員の心身の健康の保持にも係る問題であることから、日頃から教職

員の勤務実態の把握し、教育委員会としても継続的に多忙化問題の改善に取り組むととも

に、学校での取り組みを支援していく必要がある。 
  

(1) 市町村教育委員会と県教育委員会・教育事務所が連携して、教員の多忙化問題に積

極的に取り組む。 

  多忙化問題は、学校だけでは改善が難しいことが多いことから、県教育委員会・教育事

務所と市町村教育委員会が連携して、教職員の勤務実態とその改善状況を継続的に把握し、

問題の改善のための手立てを講じる。 

 

(2) 市町村教育委員会や県教育委員会・教育事務所の施策や事業の整理を行う。 

  県教育委員会・教育事務所や市町村教育委員会が行う施策や事業で、類似のものがあれ

ば、より施策や事業のねらいが達成できるよう役割分担を明確にして見直し、共同または

一方が行うよう整理・統合する。 

 

(3) 各学校における定時退校日を設定するよう奨励する。 

  市町村教育委員会は、各学校に対して職員が月・週を単位として、定時に勤務を終え、

退校する日を設定することを奨励する。 

 

(4) 市町村・県教育委員会は、労働安全衛生法改正の趣旨を踏まえ、教職員の安全管理と心

身の健康管理に努める。 

   労働安全衛生法(平成18年4月1日施行)の改正の趣旨を踏まえ、市町村・県教育委員

会は、労働時間の適正な把握、安全衛生委員会の設置等による労働安全衛生体制の整

備や労働安全衛生教育等により、教職員の安全管理と心身の健康管理に一層努める。 

６ 多忙化問題への取組 

多忙化問題の改善のために、教職員の勤務の状況とその改善の状況を継続的に把握し、

普段から対応策を検討する。 

(1) 市町村教育委員会と県教育委員会・教育事務所が連携して、教員の多忙化問題に

積極的に取り組む。 

(2) 市町村教育委員会や県教育委員会・教育事務所の施策や事業の整理を行う。 

(3) 各学校における定時退校日を設定するよう奨励する。 

(4) 市町村・県教育委員会は、労働安全衛生法改正の趣旨を踏まえ、教職員の安全管理と

心身の健康管理に努める。 
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Ⅳ 今後に向けて 

 小中学校教員の多忙化問題に関する検討委員会は、『 Ⅲ 多忙化問題の改善に向けた提

言 』において、『 Ａ 各小・中学校で取り組んで欲しいこと 』及び『 Ｂ 市町村・県教

育委員会が取り組んで欲しいこと 』として、それぞれ６つの観点から、小・中学校と県・

市町村教育委員会に対して、提言を具体的に行うものである。 

これらの提言の具現化については、各小・中学校及び県・市町村教育委員会が、それぞ

れの実態を踏まえ、主体的、継続的に取り組むべきものと考えていることから、敢えて、

提言の実現の期限を設けなかった。 

 学校に対する提言について検討する中で、この多忙化問題は様々な要因によるものでは

あるが、その解決には、まず、教員自身が問題の本質を見つめ、その改善のために各学校

の実態に応じ、具体的な行動を起こしていくことが大切であるとともに、各学校での取り

組みには、市町村・県教育委員会や関係団体の協力が欠かせないことも確認された。 

各市町村教育委員会、県教育委員会において、各々の立場と実態に応じて、主体的に本

提言を実行に移し、継続的に教員の勤務実態と問題の改善状況を把握しながら、今後も小

中学校教員の多忙化問題改善に努めてい頂くことを期待したい。 

そして、各小・中学校と市町村・県教育委員会が、多忙化問題改善のために主体的に取

り組むことにより、教員が心身共に健康で、児童生徒と向き合う時間を生み出し、教育活

動をさらに充実させることができることを望むものである。 

 なお、この提言は、教育関係団体にも送付し、趣旨をご理解頂くとともに、各学校や県・

市町村教育委員会の取組に、ご協力を頂けるようお願いする予定である。 
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   平成１８年度教員の勤務実態調査 
Ⅰ 調査の概要 
１ 調査期間：平成１８年５月２２日（月）～６月２３日(金)の間のいずれかの５日間 
２ 調査対象：小学校２７校、中学校２９校、合計５６校（全校６３４校の８.８％） 
３ 対象職員数：小学校４２６名、中学校４１０名、合計８３６名（全教員７,１７８名

の１１.６％） （調査対象は、教諭と養護教諭に焦点化したものである。） 
調査内容 
１ 調査期間内（5/22(月)～6/23(金)の勤務が平均的な１週間）の勤務状況について、お答えください。 

 
（１）時間  

ア なし  イ 30 分以内   ウ 30 分超１時間以内  
エ １時間超２時間以内        オ ２時間超３時間以内 
カ  ３時間超４時間以内        キ ４時間超 

（２）仕事内容 
  Ａ 会議・打合せ        Ｂ 日常の教材研究や授業準備（学習シート等作成含む）   

Ｃ 研究会等の為の教材研究や授業準備（学習シート等作成含む）    Ｄ 補習・個別指導 
  Ｅ 採点・ノート点検等     Ｆ 学級事務（通信作成、会計処理等） 
  Ｇ 部活動指導         Ｈ 生徒指導        Ｉ 進路指導（関係業務） 

Ｊ 児童会･生徒会活動指導    Ｋ ＰＴＡ関係業務   Ｌ 校内研究関係業務    
  Ｍ 上記以外の校務分掌業務   Ｎ 小・中体連関係業務 Ｏ 外部機関・地域等との連絡調整     
  Ｐ その他 （業務内容                                ） 
 
問２（１）平日に、家に持ち帰って仕事をした時間は、１日平均どのくらいでしたか。 

問１(1)のア～キのうち、最も近い時間を１つ選んで、その記号を書いてください。 
（２）行った業務内容は何でしたか。 

問１(2)のＡ～Ｐのうち、主な仕事の内容を２つ選んで、その記号を書いてください。 
  

 Ｐ その他    
（業務内容                       ） 

 
 

問３（１）土日に、家に持ち帰って仕事をした時間は、１日平均どのくらいでしたか。 
問１(1)のア～キのうち、最も近い時間を１つ選んで、その記号を書いてください。 

（２）行った業務内容は何でしたか。 
問１(2)のＡ～Ｐのうち、主な仕事の内容を２つ選んで、その記号を書いてください。 

 
Ｐ その他    
（業務内容                       ） 

 
 ２ 調査期間に限らず、勤務の状況等について、日頃感じていることをお答えください。           

ア いつも感じる   イ しばしば感じる   ウ 時々感じる   エ あまり感じない 

問１（１）平日に、勤務時間外に学校で行った仕事の時間は、１日平均どのくらいでしたか。 
次のア～キのうち、最も近い時間を１つ選んで、その記号を書いてください。 

（２）行った仕事内容は何でしたか。 
次のＡ～Ｐのうち、主な仕事の内容を２つ選んで、その記号を書いてください。 

(1) 時間 (2) 仕事内容 
   

(1) 時間 (2) 業務内容 
   

(1) 時間 (2) 業務内容 
   

問４ 多忙であると感じる時はどの程度ありますか。１つ選んで、その記号を書いてください。 

 
資-１ 

資料１ 



 
 

 
ア 多忙は感じるが、やりがいを持って仕事に臨んでいる。             
イ 仕事に追い立てられ、時間的なゆとりや心の余裕がない。 
ウ 多忙のため、心も身体も疲れきっている。 
エ 多忙だとは感じるが、仕方がないと思っている。 
オ その他 （                                ） 

 

 
ア 校内の会議の内容や進め方を検討し、整理統合し精選する。 
イ 行事の実施方法を見直すなどして、内容の精選を図る。 
ウ 職員間の業務量を調整し、適正な業務分担を行う。 
エ 部活動のない日を設定するなど、部活動のあり方を検討する。 
オ 情報機器等を活用し、迅速な業務処理を行う。 
カ 教材や指導計画などの共有化を図り、教材研究を効率化する。 
キ 会議や研究会等のために作成する文書・資料を簡略化する。 
ク 校務文書で作成した文書や資料の共有化を図る。 
ケ 外部から依頼される会合出席、調査、コンクール等参加を精選する。 
コ 校務分掌等の業務を行う時間を、勤務時間内に設定する。 
サ その他（               
 

 
ア 調査や報告は厳選し、最小限にとどめるとともに、報告期限に余裕を持たせる。 
イ 報告文書・復命書等、文書処理の仕方を簡略化する。 
ウ 研修会等は、内容の厳選、長期休業中の開催等を考え精選を図る。 
エ 会議・研修会等の持参資料作成の軽減を図る。 
オ 学校公開を伴う研究指定校を精選し、もとめる報告も最小限とする。 
カ 迅速な業務処理を促進するために情報機器等の導入を進める。 
キ 勤務時間調査を継続し、教職員の勤務実態を正確に把握する。 

問５ 問４でア～オと答えた方は、その多忙感をどのように受け止めていますか。 
あなたの受け止めに最も近いものを、１つ選んで、その記号を書いてください。 

問６ 職場における業務の効率化・勤務時間外業務等の縮減のために、学校が取組むべき事項は、 
何だと考えますか。次のア～サの中から３つ選んで、その記号を書いてください。 

 

問７ 職場における業務の効率化・勤務時間外業務等の縮減のために、教育委員会等行政が取組む

べき事項は何だと考えますか。次のア～クの中から３つ選んで、その記号を書いてください。 

 

問８ 教職員の多忙化解消のために、問６・７で答えた事項について、あなたが考える具体的対応

策（誰が、何を、どのようにすべきか）を、下の欄にご記入願います。 
記 
号 問６ 具体的対応策 記 

号 問７ 具体的対応策 
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        平成１８年度教員の勤務実態調査の分析結果 

勤務時間外業務の内容
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Ⅱ 調査結果の分析 
 
 １ 平日における勤務時間外の業務の実態 

(1) 平日の勤務時間外の業務時間 

① 1 日平均で、「1時間超２時間以内」が最も多い（小中学校 44.1％） 

次いで、「2時間超 3 時間以内」（28.5％）「1時間以内」(12.2％)、となってい

る。 

② 小学校､中学校とも、小規模校に比べ、大規模校での時間外業務の時間が多くな

っている。 

特に、中学校では、「2時間超 3時間以内」の者が 3割に達している。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（2）平日の勤務時間外の業務内容（複数回答／％は回答数を回答者数で割った割合） 
①【小学校】 

「日常の教材研究や授業準備」（47.2％）、「採点・ノート点検等」（37.6％）、「学

級事務（通信作成、会計処理）」（24.9％）の順に回答が多かった。 

②【中学校】 

「部活動指導」（65.6％）、「教材研究や授業の準備」（36.8％）、「上記以外の校

務分掌業務」（18.8％）の順に回答が多かった。 

   ③【小中学校比較】 

ア 小学校では、「教材研究や授業の準備」、「採点・ノート点検等」等の学習指導

に係る業務を行っている者が多い。 

イ 中学校では、「部活動指導」を行っている者が多い。 
ウ 小中学校ともに、「会議・打合せ」（小学校 24.9、中学校 7.3）が、勤務時間

外に行われている実態が見られ、小学校教員の回答割合が多い。 
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平日に自宅で行った業務内容
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２ 平日の自宅における勤務時間外の業務の実態 

  

 (1) 平日に自宅で行った業務時間 

① 約４割の小中学校教員が、平日に１時間以上、自宅で業務を行っている。 

業務時間１時間以上は、「1 時間超 2 時間以内」（小中学校 28.3％）、「2 時間超 3

時間以内」（10.5％）、「3時間超 4時間以内」(1.7％)、｢4 時間以上｣(0.8％)を合

わせると約４割で、「1 時間以内」（47.2％）〔うち｢30 分以内｣が 14.1％〕も合わ

せると、約９割の小中学校教員が、平日自宅で業務を行っている。 

② 平日に自宅で行った業務「なし」の回答は、約１割である。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 平日に自宅で行った業務内容（複数回答／％は回答数を回答者数で割った割合） 

   ①【小学校】  

「教材研究や授業の準備」（54.0％）、「学級事務（通信作成、会計処理）」（39.4％）、

「採点・ノート点検等」（35.9％）の順に回答が多かった。 

   ②【中学校】 
「教材研究や授業の準備」（53.2％）、学級事務（通信作成、会計処理）」（26.8％）、

「上記以外の校務分掌業務」（20.0％）の順に回答が多かった。 

   ③【小中学校の比較】 
    ア 小学校では、「教材研究や授業の準備」や「採点・ノート点検等」の学習指導

に係る業務のほか、「学級事務（通信作成、会計処理）」の業務を行っている教

員が多かった。 
イ 中学校も、小学校と同様に、自宅では、「教材研究や授業の準備」等の学習指

導に係る業務のほか、「学級事務（通信作成、会計処理）」や「上記以外の校務

分掌業務」を行う教員が多かった。 
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土日に自宅で行った業務内容
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土日に自宅で行なった業務時間　（一日平均）
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３ 土日に自宅における勤務時間外の業務の実態 

 

  (1) 土日に自宅で行った業務時間 

   ① 回答者の約６割は、土日に自宅で１時間以上の業務を行っている。 

 業務時間１時間以上は、「1時間超 2時間以内」（小中学校 30.0％）、「2時間超 3

時間以内」（15.3％）、「3時間超 4時間以内」(8.0％)、｢4 時間以上｣(8.7％)を合

わせると約６割で「1 時間以内」（25.0％）〔うち｢30 分以内｣が 9.0％〕も合わせ

ると、９割近くの小中学校教員が、土日に自宅等で業務を行っている。 

② 土日に自宅で行った業務「なし」の回答は、約１割である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 土日に自宅で行った勤務時間外業務の内容 

（複数回答／％は回答数を回答者数で割った割合）  

   ①【小学校】  

「日常の教材研究や授業準備」（50.2％）、「学級事務（通信作成、会計処理）」

（43.9％）、「採点・ノート点検等」（26.1％）の順に回答が多かった。 

   ②【中学校】 
「日常の教材研究や授業準備」（48.3％）、学級事務（通信作成、会計処理）」

（22.2％）、「上記以外の校務分掌業務」（17.1％）の順に多かった。 

   ③【小中学校の比較】 
    ア 小学校では、「日常の教材研究や授業準備」や「採点・ノート点検等」の学習

指導に係る業務のほか、「学級事務（通信作成、会計処理）」の業務を行ってい

る教員が多かった。 
イ 中学校も、小学校と同様に、自宅では、「日常の教材研究や授業準備」等の学

習指導に係る業務のほか、「学級事務（通信作成、会計処理）」や「上記以外の

校務分掌業務」を行う者が多かった。 
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多忙感の受け止め方
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４ 多忙の感じ方 
○ 回答者のほとんどが、多忙だと感じている。 

多忙だと｢あまり感じない｣（1.9％）と回答した小中学校教員は２％弱に止まり、

多忙だと感じている教員は、「いつも」（46.0％）、「しばしば」（37.0％）、「時々」

（15.1％）感じるを合わせると、実に９８％の者が、多忙だと感じながら、職務

に当っていることが分かる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 多忙感の受け止め方 

  ○ 「多忙は感じるがやりがいを持って仕事に臨んでいる」者は、約２割である。 

「多忙は感じるがやりがいを持って仕事に臨んでいる」（22.4％）者は、約２割であ

り、「仕事に追い立てられ、時間的なゆとりや心の余裕がない」（35.4％）、｢多忙だ

とは感じるが、仕方がないと思っている｣（29.6％）と６割強の者が、回答している。 

また、約１割の者が、「多忙のため、心も身体も疲れ切っている」（9.7％）と回答し

ている。 
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６ 学校における多忙化解消の対策（複数回答／％は回答数を回答者数で割った割合）  
○ 回答者の約４割が、｢行事の内容｣や、｢外部の会合出席、調査、コンクール等参加｣

の精選を図る必要があると考えている。 

  約４割の回答者が、「行事の実施方法を見直すなどして、内容の精選を図る」

（41.1％）また、｢外部から依頼される会合出席、調査、コンクール等参加を精選す

る｣（41.1％）必要があると感じている。 

また、「職員間の業務量を調整して、適正な業務分担を行うこと」（36.8％）、「校

内の会議の内容を検討し、整理統合すること」（36.1％）、｢会議や研究会等のために

作成する文書・資料を簡略化する｣（36.1％）必要があると回答した者が多かった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 教育委員会等行政における多忙化解消の対策 
                （複数回答／％は回答数を回答者数で割った割合） 
 ○ 約７割の回答者が、教育委員会等の「調査や報告」は最小限にとどめ、報告期限

に余裕を持たせて欲しいと考えている。 
   ｢調査や報告は厳選し、最小限にとどめるとともに、報告期限に余裕を持たせる｣

（71.2％）という回答が、回答者の約７割と最も多い。 

また、「報告文書・復命書等の文書処理の仕方を簡略化する」（48.0％）こと、｢会

議・研修会等の持参資料作成の軽減を図る｣（45.5％）ことも、多忙化の解消に繋が

ると考えている。 

 
 

資-１２



 
学校現場からの提言 

 

 平成 18 年実施の勤務実態調査において、回答者から寄せられた提言を、検討委員会の提

言に関連付け整理すると以下のとおりである。 

（検討委員会提言：ゴシック表記/ 学校現場からの提言：文頭●印表記） 

 

Ａ 各小・中学校で取り組んで欲しいこと 

 

１ 校内の会議・行事等の見直し 

(1) 会議資料は事前に配布し、提案は要点のみ説明する等、効率的な進行と時間短縮

に努める。 

● 会議での提案内容を、主任、係、運営委員会で整理・検討し、絞り込む。 

● 会議の資料は必要最小限とし、資料を協議内容に焦点化したものにする。 

● 協議内容を、｢確認する内容｣と｢検討する内容｣を明確にし、協議する。 

● 会議の提案資料として、学校経営計画を活用する。 

(2) 行事の重点化を図るとともに、ねらいに応じて、軽重をつけた取組に努める。 

● 行事を、学校規模を踏まえ、年間行事計画の中で行事相互の関連を考え見直す。 

● 行事について保護者を交えて話し合い、保護者の協力も得て実施する。 

   ● 行事と教科等との関連を考え、学習指導の中でも行事への取組を行う。 

２ 職員の業務の見直し 

(1) 校務分掌が、実質的に機能するよう、分掌組織・分掌業務を見直す。 

   ● 職員の適正や業務内容によって、適材適所で校務分掌を分担する。 

   ● 管理職は、職員の業務状況の把握に努め、必要に応じ業務を調整する。 

(2) 放課後の会議の調整に努めるとともに、会議出席者を最小限にとどめ、職員に担

当業務を行う時間を保障する。 

● 授業準備や校務分掌等の業務を行う日を設定する。 

  ● 空き時間を使って、学年会や分掌部会等の会議を行うようにする。 
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(3) 分掌の業務量を踏まえ、分掌担当を複数配置するとともに、休暇を取得しやすい環

境づくりに努める。 

● 校務分掌を担当任せにせず、教職員が協働して行うという意識を醸成する。 

 

３ 校内の組織間や職員間の連携、及び、学校と保護者の連携の見直し 

(1) 校内の組織間、職員間の連携を強めるとともに、職員の協働による分掌業務の遂行

に努める。 

● 学年や分掌部会で、校務分掌業務の進め方について話し合い、協力体制を作る。 

● 校務分掌に係わる文書や資料の共有化を図る。（電子媒体で保存し活用する。） 

● 職員相互の情報交換を密にして、連携・協力体制を作る。 

 

４ 各種大会への取組や部活動の見直し 

(1) 関係団体に対して、各種大会の開催、実施の時期、大会運営の在り方等について、

見直しを要請する。 

● 小・中学校児童生徒が参加する大会の在り方を市町村体育関係団体と協議する。 

(3) 第２・４日曜日の月２回の部活動休止日を関係者に周知するとともに、週 1日の休

養日を設ける等の部活動の見直しに努める。 

● 市町村や学校で、｢部活動なし｣の日を設定する。 

(4) 部活動指導に当っては、地域の外部指導者を有効に活用する。 

●部活動指導は、職員の共通認識の下で行われるよう、その在り方を話し合うと共に、

地域の指導者をお願いする際は、部活動の趣旨に沿った指導をお願いする。 

 

５ 外部団体からの依頼に対する対応の見直し 

(1) 外部団体の依頼への対応は、学校の教育活動のねらいに応じて適切に判断する。 

● 学校として参加する各種大会・コンクールを精選する。 

● 年度始めに参加する大会やコンクール等を予め決め、主体的に参加する。 

   他は希望参加または不参加とする。 
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(2) コンテスト・コンクール等の応募作品の作成は、長期休業中に児童生徒の自主的な

活動として取り組ませるなどの工夫をする。 

● 日常の学習で制作した児童生徒の優秀作品を応募作品とする。 

 
６ 多忙化問題への取組 

(1) 校内で、多忙化問題を検討する組織をつくり、改善の手立てを講じる。 

● 限りある時間の中で、どこまでを目標とするのかを明確にし、何事にも取り組む。 
(2) 職員会議等で、勤務実態にかかわる意見交換の機会をもち、職員の多忙化問題改善

に対する参画意識を高める。 

● 管理職の多忙化問題改善へのリーダーシップが求められている。 

 

Ｂ 市町村・県教育委員会で取り組んで欲しいこと 

 
１ 調査・照会・通知・依頼等の見直し 

(1) 各学校に調査等を依頼する場合は、他の類似調査の結果を活用する等して、調査項

目の削減に努める。 

● 教育委員会で把握していない調査内容・項目のみを学校に依頼する。  

● 調査を依頼する場合は、そのねらいやポイント、どのように活用されるのかが分か

るように説明し、回答者の理解を得られるように実施して欲しい。 

(2) 調査等の内容を精選し、調査の簡素化に努める。 

● 毎年実施する調査は、抽出や隔年で実施することを検討し削減して欲しい。 

● 調査の集計を依頼する場合は、集計表を工夫し、集計をしやすくして欲しい。 

(3) 通知・依頼、調査・照会は、目的に応じ、メール・FAX 等を活用し、その周知を迅速に

行い、報告・回答に要する時間を確保するよう努める。 

● 予想される調査は、余裕を持って回答できるよう計画的に早く依頼して欲しい。 
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２ 業務の進め方の見直し 

(1) 教職員に提出を求める復命書・報告書等の様式を見直し、簡略化を図る。 

● 復命や報告は、内容によっては口頭での復命や報告を認める。 

● 報告は、内容によっては、｢Ａ４｣１枚で要点のみの報告も認める。 

● 添書など形式的な文書の省略を認める。 

(2) 学校に提出を求める書類は、様式を電子媒体で提供し、内容によってはメール等で

の提出を認め、作成や送付の作業負担の軽減を図る。 

 ● 提出書類の様式を、市町村教育委員会のホームページからダウンロードできる 

ようにする。 

(3) 校務分掌業務や情報の伝達・共有にコンピュータを活用できるよう、地方交付税措置を

活用し、各学校に教職員用コンピュータの配置と校内LANの整備に努める。 

● コンピュータ整備が予算的に難しい場合、リサイクル品の活用も検討する。 

 

３ 会議・研修等の見直し 

(2) 会議・研修会等は、内容を見直し、回数や時間の削減に努め、協議・研修内容を精 

選する。 

● 会議や研修会での持参資料は、既存資料の活用を認めて欲しい。 

● 資料を持参させる場合は、会議や研修で充分に活用して欲しい。 

● 持参資料をなくすか、資料の様式を簡略化して欲しい。 

 

４ 研究指定の見直し 

研究指定や学校公開研究会の目的や内容を見直し、その在り方を検討する。 

(1) 研究指定や学校公開研究会を見直し、精選する。 

● 研究指定は、学校の実態を考慮して決定する。 

● 研究指定校の指定期間の間隔を長くする。 

(2) 研究成果の公表は、その目的に応じ、学校公開研究会以外の報告書で行う方法も可

能する。 
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● 報告書や報告に係わる資料を必要最小限とし、簡略化を図る。 

● 報告書の提出は、ゆとりのある期限とする。 

 

５ 学校に参加を求める各種主催事業の見直し 

  (3) 会議や研修会は必要性や緊急性を考えて開催する。 

● 会議や研修会を開催する場合は、１５時以降にする。 

 (4) 小・中学校体育連盟、中学校文化連盟、体育・文化関係団体、教育研究団体等任意

団体の事業への参加は、過度の負担とならないよう調整を要請する。 

● 学校体育団体以外の団体が主催するスポーツ大会への参加を精選する。 

 

６ 多忙化問題への取組 

(1) 市町村教育委員会と県教育委員会・教育事務所が連携して、教員の多忙化問題に積 

極的に取り組む。 

● 勤務実態の把握と多忙化改善の取組を継続し、教職員の健康管理に努める。 

(2) 市町村教育委員会や県教育委員会・教育事務所の施策や事業の整理を行う。 

● 年次休暇の始期・終期の変更の趣旨を踏まえ、夏季休業中の事業を見直す。  
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   児童生徒のスポーツ活動の在り方について 

平成１７年３月９日 岩手県教育委員会 

はじめに 

スポーツが本来持つ多様な意義を考えると、個々のライフステージで主体的にスポーツ

に親しむことが大切である。生涯にわたりスポーツに親しむためには、児童生徒期に、ス

ポーツに親しむ基礎的な能力や態度を培うことが重要である。 

学校や地域社会におけるスポーツ活動は、様々なスポーツを経験し、生涯にわたるスポ

ーツライフの基礎づくりと位置付けることができる。 

近年、児童生徒の体力の低下傾向や日常生活における身体活動の機会の減少、運動に興

味を持ち、活発に運動する者とそうでない者との二極化が見られ、学校における運動部活

動や地域におけるスポーツ少年団活動の果たす役割は、スポーツライフ形成のうえで重要

であると考える。 

 

１ スポーツの意義 

スポーツは、人生をより豊かにし、充実したものとするとともに、人間の身体的・精神

的な欲求にこたえる世界共通の人類の文化の一つである。心身の両面に影響を与える文化

としてのスポーツは、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成や個々人の心身の健全な発達

に必要不可欠なものであり、人々が生涯にわたってスポーツに親しむことは、極めて大き

な意義を有している。 

すなわち、スポーツは、体を動かすという人間の本源的な欲求にこたえるとともに、爽

快感、達成感、他者との連帯感等の精神的充足や楽しさ、喜びをもたらし、さらには、体

力の向上や、精神的なストレスの発散、生活習慣病の予防など、心身の両面にわたる健康

の保持増進に資するものである。特に高齢化の急激な進展や、生活が便利になること等に

よる体を動かす機会の減少が予想される２１世紀の社会において、生涯にわたりスポーツ

に親しむことができる豊かな「スポーツライフ」を送ることは大きな意義がある。 

さらに、スポーツは、青少年の心身の健全な発達を促すものであり、特に責任感や克己

心、フェアプレイの精神を培うものである。また、仲間や指導者との交流を通じて、多様

な価値観を認めあう機会を与えるなど、青少年の健全育成に資することができる。 
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２ 青少年期におけるスポーツ活動の意義 

（１）スポーツ少年団活動の意義 

スポーツ少年団活動は、スポーツによる青少年の健全育成をねらいとして行われる

活動である。この活動は、生涯スポーツの基礎をつくる活動として、自主的、自発的

な活動であり、からだもこころも発育発達の途上にある子どもたちにとって、力強く

生きぬく力を養う場、自らの力を育てる場として大きな意義がある。 

さらに、活動を通して体力向上の身体的効果や仲間との相互作用により豊かな人間

性が磨かれるなど、子どもたちの人間形成に果たしている役割は大きい。 

 

（２）中学生・高校生の運動部活動の意義 

運動部活動は、学校教育活動の一環として行われており、スポーツに興味と関心を

持つ同好の生徒によって自主的に組織され、より高い水準の技能や記録に挑戦する中

で、スポーツの楽しさや喜びを味わい、豊かな学校生活を経験する活動である。 

この運動部活動は、生涯にわたってスポーツに親しむ能力や態度を育て、体力の向

上や健康の増進を図るだけでなく、学級や学年を離れて生徒が自発的・自主的に活動

を組織し展開することにより、生徒の自主性、協調性、責任感、連帯感などを育成す

るとともに、仲間や教師（顧問）との密接な触れ合いの場として大きな意義を有する

ものである。 

これを学校教育活動に位置付け、顧問をはじめとして学校が関与することにより、

生徒のスポーツ活動と人間形成を適切に支援するとともに、生徒の明るい学校生活を

一層保障し、生徒や保護者の学校への信頼感をより高めることにつながっている。 

さらには、運動部の取組がその学校の一体感や愛校心を醸成するということも現に

認められる。 

 

３ 児童生徒のスポーツ活動の在り方 

（１）適切な運営 

児童生徒のスポーツ活動は、児童生徒が自主的・自発的な活動を組織し展開するこ

とに一つの本質を有しており、スポーツ活動の指導者は、個々の児童生徒の個性を把

握し、理解しその願いにこたえられるよう努めていくことが求められる。 
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児童生徒がスポーツに出会い、スポーツに親しみ、その楽しさや喜びを味わうこと

ができるよう児童生徒の主体性を尊重した運営に努めることが大切である。児童生徒

のスポーツに関する多様なニーズに応える観点から、例えば、競技志向や楽しみ志向

など、志向の違いに対応できるよう柔軟な運営とすることも必要である。 

これまで一部に見られた勝つことのみを追求する勝利至上主義的なスポーツ活動は

見直さなければならない。 

また、保護者や地域の人々の意見を十分に聞く努力を払ったり、地域の指導者の協

力を得ながら活動を組織するなど、地域に開かれたスポーツ活動とすることが求めら

れている。 

なお、中学校のスポーツ活動にあっては、活動する生徒が重複するスポーツ少年団

活動と運動部活動をそれぞれの活動としてとらえるのではなく、生徒にとっては一連

の活動としてとらえ、適切な活動時間、活動日を設定することが望ましい。 

（２）適切な休養日・活動時間の設定 

小学生・中学生・高校生の時期は、成長期にあり身長や体重などの体位や走る、跳

ぶ、投げるなどの運動能力が発達する時期となっている。このような時期に適切な身

体運動を行うことは、身体的な発達を促進するために大きな役割を果たしている。 

また、児童生徒の健康なからだつくりには、栄養、運動、休養が必要であることを

踏まえ、成長期にある児童生徒のからだの特徴とスポーツの関係を正確にとらえ、か

らだを全面的に発達させるような成長期にふさわしいスポーツ活動をすることが大切

である。 

これまでのスポーツ活動では、活動日数などが多いほど積極的に活動が行われてい

るとの認識も見られるが、完全学校週５日制の趣旨を踏まえ、スポーツ活動において

は、適切な休養日を設定することが求められる。 

 

＜休養日＞ 

ア 小学生のスポーツ活動は、週当たり２～３日の休養日を設定することが望ましい。 

イ 中学生の運動部活動は、週当たり１～２日の休養日を設定することが望ましいが２

週間当たり１～２日以上の休養日を設定すること。 

ウ 高校生の運動部活動は、週当たり１日以上の休養日を設定することが望ましい。 
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また、年間練習計画に休養期を位置付け、その時期には、２週間に１～２日以上の 

休養日を設定すること。 

エ 土曜日や日曜日の活動については、完全学校週５日制の趣旨を踏まえ、児童生徒の

「ゆとり」を確保するよう努めること。 

なお、大会や練習試合などで土、日曜日に活動する場合は、休養日の意義を踏まえ、

その前後に休養日を設定するようにすること。 

オ 長期休業中の活動については、上記の休養日の設定に準じた扱いを行うとともに、

ある程度長期のまとまった休養日を設定し、十分な休養を取れるようにすること。 

 

＜活動時間＞ 

ア 平日 

小学生は、１～２時間程度の活動時間をめどとし、中学生、高校生は、２～３時間程

度をめどとすること。 

イ 土曜日、日曜日及び長期休業中 

小学生は、３時間以内とし休憩時間を十分に確保すること。中学生、高校生は、３

～４時間程度以内をめどとすること。 

 

４ 児童生徒のスポーツ活動の指導者の在り方 

今日、児童生徒のスポーツニーズが多様化し、指導者に対するニーズも多様化、かつ、

質量ともに増大している。スポーツ指導者は、児童生徒のスポーツ活動が生涯にわたる

豊かなスポーツライフの基礎を培うものであることを十分に認識し、機会あるごとに研

修を積み、児童生徒の発達段階や個に応じた指導に努めなければならない。そのために

は、専門的な知識、医・科学的なトレーニング理論に基づいた実践を心がけるとともに、

児童生徒の心身の状態を常に把握し適切な指導をすることが求められる。児童生徒の人

権を無視した体罰やセクシャルハラスメント、パワーハラスメントについては、絶対に

あってはならない。 

 また、日々進歩するトレーニング理論や指導法についての研修に積極的に参加するな

ど指導力の向上に努めることも大切である。 

 

資-２１ 









 

小中学校教員の多忙化問題に関する検討委員会設置要領 

（設置） 

第１条 小中学校教員の多忙化解消の手立てを検討するために、多忙化問題に関する検討

委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 検討委員会は、小中学校教員の勤務実態を踏まえ、多忙化解消のための手立てを

検討し、その結果を岩手県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に報告す

る。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、学校教育の関係者のうちから、教育長が委嘱する。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、平成19年３月31日までとする。 

    

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長各１名を置く。 

２ 委員長は、委員の中から互選により選出する。 

３ 副委員長は、委員長が指名する。 

４ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 

（会議の招集） 

第６条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員長が必要と認めるときは、関係者に対し、その出席を求めて、説明又は意見

を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、岩手県教育委員会事務局教職員課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長がこれ

を定める。 

 

附 則 

この要領は、平成18年10月13日から施行する。 



 

小中学校教員の多忙化問題に関する検討委員会 委員名簿 

 

No 所   属 職  名 氏 名 備     考 

1 盛岡市教育委員会 
教育次長 兼  

学校管理課長 
横 沢 幹 雄 

検討委員会 委員長 

市町村教育委員会 

2 滝沢村教育委員会 
学校教育指導 

担当課長 
佐 藤 嘉 彦 市町村教育委員会 

3 盛岡市立山岸小学校 校  長 岩 田  俊 雄 岩手県小学校長会  

4 盛岡市立大宮中学校 校  長 小 森  資 司  
検討委員会 副委員長 

岩手県中学校長会  

5 盛岡市立見前南小学校 教  頭 仁昌寺 真 一 盛岡市小学校体育連盟 

6 盛岡市立下小路中学校 教  頭 佐々木 幸 彦 岩手県中学校体育連盟 

7 盛岡市立下橋中学校 教  諭 泉 澤  毅 岩手県中学校文化連盟 

8 岩手県教職員組合 書 記 長  佐 藤 淳 一 職員団体 

9 
岩手県教育委員会 

教職員課 

(総括) 

主任経営指導主事 
星   俊 也 教職員課小中学校人事担当 

10 
岩手県教育委員会 

学校教育室 
主任指導主事 伊 藤 信 彦 学校教育室義務教育担当 

 

 

 

小中学校教員の多忙化問題に関する検討委員会 開催経過 

回 数 開 催 年 月 日 検 討 内 容 など 

第１回 平成 18 年 10 月 25 日（水） 小中学校の勤務の実態とその背景や原因 
多忙化解消のための具体的手立て 

第２回 平成 18 年 11 月 17 日（水） 多忙化解消のための具体的手立て 

第３回 平成 18 年 12 月 18 日（月） 多忙化解消のための提言（案） 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
小中学校の多忙化問題に関する検討委員会 提言 

  ― 教員が心身共に健康で、児童生徒と向き合う時間を  
    生み出し、教育活動をさらに充実させるために ― 

平成１９年３月 

小中学校の多忙化問題に関する検討委員会 

 

問合せ先 岩手県教育委員会事務局教職員課小中学校人事担当 

       〒020-8570 岩手県盛岡市内丸１０－１ 

        TEL 019－629－6128 

        FAX 019－629－6134 




